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  広島大学監事監査規則第６条の規定に基づき、令和８事業年度に実施する監査計画を

次のとおり定める。 

 

１．監査の基本方針 

  本学が掲げる理念・目標を達成する観点から、業務の合理的かつ効率的な運営を図ると

ともに、会計経理の適正を期することを目的とし、会計監査人及び監査室と連携して監事

監査を実施する。 

２．監査事項及び監査の方法 

  広島大学監事監査規則第４条に定める事項について監査を実施する。 

 (1) 業務監査 

監事は、役員会、経営協議会、教育研究評議会、学長選考・監察会議その他重要な

会議に出席し、ガバナンス体制・内部統制システム等の整備・運用状況を確認し、改

善すべき事項があれば指摘し、必要と認めるときは説明を求め、意見を述べるものと

する。 

また、必要に応じて書面及び担当責任者へのヒアリング等によって監査する。 

 (2) 会計監査 

監事は、学長が財務諸表の適正な作成及び報告のために、必要かつ適切な財務報告

体制を構築し運用しているかを確認するとともに、財務諸表の開示にあたり、その重

要事項について担当責任者から説明を求め、必要があると認めるときは、意見を述べ

るものとする。 

また、会計監査の適切性及び信頼性を確保するため、会計監査人が独立の立場を保

持し、適正な監査を実施しているかを確認し、必要と認めるときは、説明を求めるも

のとする。 

３．監査の時期 

 (1) 業務監査 

業務監査は、令和８年４月から令和９年６月の間、適宜実施する。 

 (2) 会計監査 

会計監査は、令和８年４月から令和９年６月の間、適宜実施し、年度決算時には会

計監査人と連携して実施する。 

４．監査報告書の作成 

  監事は、監査報告書を令和９年６月に作成し、学長に提出する。 

５．学長との定期的ミーティング 

  監事は、学長と定期的なミーティングを実施し、監査状況を適宜フィードバックすると

ともに、学長からの意見等を聴取し、監査に活かしていくものとする。 

６．その他 

  監事は、その他必要に応じて監査を行うべきものと判断した事項については、その都度

監査を実施するものとする。 
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平成27年11月５日制定（平成24年１月の監事監査に関する参考指針の改訂） 

令和２年８月21日追補策定 

令和４年４月１日改訂 

令和５年12月８日改訂 

令和６年４月26日改訂 

令和６年８月22日改訂 

 

 

国立大学法人等監事協議会 

 

 
 

国立大学法人等監事協議会「監事監査に関する指針」 

 

前文 

監事は、国民の負託を受けた独立の機関として国立大学法人及び大学共同利用機関法人

（以下「国立大学法人等」という。）の健全な発展に資するため、監事監査の有効性、妥当

性の向上に努めなければならない。そのため監事協議会では、協議会設立以降さまざまな

検討を行い、平成24年１月に「監事監査に関する参考指針」を取りまとめた。 

 

平成27年には、中央教育審議会大学分科会における「大学のガバナンス改革の推進につ

いて」の審議を経て、学校教育法、国立大学法人法及び独立行政法人通則法が改正された。

これらの法改正を受け、国立大学法人等監事協議会は、平成27年11月５日に「監事監査

に関する参考指針」を基本に「監事監査に関する指針」として体系的整理を行った。 

 

平成28年には、指定国立大学法人制度、土地貸付及び余裕資金運用の規制緩和、令和

元年には、一法人複数大学制度に関する国立大学法人法関係法令の改正が行われた。更

に、令和２年には、「国立大学法人ガバナンス・コード」が策定された。これらの改正

等を受けて、国立大学法人等監事協議会は、令和２年８月21日に、「監事監査に関する

指針（追補）」を作成した。 

 

その後、令和３年の改正では、国立大学法人等のガバナンス強化を図るため、学長選

考会議の権限追加等として学長（機構長）選考・監察会議と名称変更し、監事の権限の

強化が行われた。更に、各法人の監事の少なくとも一人は常勤とすることとなった。国

立大学法人等監事協議会は、これらの法改正を受け、「監事監査に関する指針」の修正

と令和２年の「監事監査に関する指針（追補）」を取り込む作業を行い、令和４年４月

１日に「監事監査に関する指針」の改訂を行った。 

 

国立大学法人等業務の監査は、法人の組織体としての健全性を確保するためのものである

と同時に、国立大学法人等の使命である教育研究等の活性化を支援し、我が国の高等教育機

関としての大学の質の維持・向上に資すること等を目的として行うものである。この基本姿
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勢は是非とも堅持しなければならない。 

 
最後に、監事におかれては、「監事監査に関する指針」を参考に、各法人固有の環境も

配慮して、自主性、自律性に基づいて、監査の実効性の確保に努められるよう期待する。 

 

また、過去の経緯を明らかにするため、平成24年１月17日に策定した「監事監査に関す

る参考指針」、平成27年11月５日に策定した「監事監査に関する指針」、令和２年８月21

日に策定した「監事監査に関する指針」（追補）の「前文」を参考資料に掲載した。 
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Ⅰ．基本編 

1．本指針の目的 

本指針は、国立大学法人等において監事の職責とそれを果たす上での心構えを明らかに

し、監査に当たっての指針を示すものである。 

 

 

2．監事の職責と心構え 

2.1* 監事の設置 

 各国立大学法人等に、監事二人（二以上の国立大学を設置する国立大学法人にあって

は、その設置する国立大学の数に一を加えた員数）を置く。また、監事のうち少なくと

も一人は、常勤としなければならない。ただし、令和４年４月１日に常勤である監事を

置いていない国立大学法人等については、当該国立大学法人等の監事のうち同日以後最

初に任期が満了する者の当該任期が満了するまでの間は、適用されない。 

 

2.2  社会的責任 

ICT（情報通信技術）の普及、急激なグローバル化の進展をはじめとする社会環境の

急激な変化のなか、グローバル人材の育成、イノベーションの創出、地域再生等、国立大

学法人等に対する社会からの期待の高まりは大きい。今、国立大学法人等は、その社会的

要請に応えることが求められている。監事の職責も、その社会的責任の一端を担うもので

ある。 

 

2.3 監事の基本的心得 

2.3.1* 監事は、国立大学法人等の長、理事、運営方針委員及び職員等との意思疎通を図

り、常に業務運営の状況を把握するとともに、業務運営上の課題の認識を深めるよう努め

るものとする。 

2.3.2 監事は、業務を監査する職責にあるものとして、相当な注意を払い監査を行う

ものとする。 

2.3.3* 監事は、監査意見を形成するに当たり、事実を確認し、必要があると認めるとき

は、外部専門家の意見を徴し、合理的な判断を行うよう努めるものとする。 

2.3.4* 監事は、その職務を遂行するに当たり、独立性の保持に努めるとともに、常に公

正不偏の態度を保持するものとする。 

 

 

3．監査の環境整備 

3.1* 監事間の情報の共有及び協議 

監事は、職務遂行上知り得た重要な情報を同一法人内の他の監事と共有するよう努め、

必要があると認めるときは、監査に関する意見形成のために協議を行わなければならない。
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ただし、協議が各監事の独立性を妨げるものであってはならない。 

 

3.2* 規程の整備 

監事は、監事監査業務に関する法人内規程の整備状況を確認するものとする。 

 

3.3 監査職務を補助する体制 

3.3.1* 監事は、監事監査の実効性を高め、かつ、監査職務を円滑に遂行するため、国

立大学法人等の長に対して、監事を補助する体制の確保を求めることができる。 

3.3.2  監事は、国立大学法人等の長と協議を行い、監査職務の補助者を確保して、必

要な事務を行わせることができる。 

 

3.4 監査費用 

3.4.1  監事は、あらかじめ国立大学法人等の長に申出て、監事の職務遂行に必要な費

用を原則として確保するものとする。 

3.4.2  監事は、費用の支出に当たって、その効率性及び適正性に留意しなければなら

ない。 

 

3.5 他の監査機関等との連携 

3.5.1* 監事は、効率的に監査を行うために、会計監査人と緊密な連携を保ち情報交換

を行うものとする。また、会計監査人からその監査報告について、適宜説明及び報告を求

めることができる。 

3.5.2  監事は、内部監査部門及び法人評価部門と緊密な連携を保ち、内部監査及び法

人評価の結果を活用するとともに、内部監査部門又は法人評価部門から説明及び報告を

求めることができる。監事は、必要があると認めるときは、内部監査部門に特定の調査を

依頼することができる。 

 

 

4*．中期目標等及び中期計画等に基づき実施される業務の監査 

監事は、中期目標等及び中期計画等に基づき実施される教育・研究や社会貢献をはじめ

とする業務全般について、達成状況のみならず、効果的かつ効率的に実施されているか、重

要な未達成の項目についてはその原因の究明等の状況を監査するものとする。 

 

 

5．業務監査 

5.1* ガバナンス監査（法人の長の意思決定の監査） 

監事は、ガバナンス強化の趣旨に基づき、法人内部の意思決定システムをはじめとする

ガバナンス体制の整備・運用状況を調査し、その妥当性を判断し、改善すべき事項があれ
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ば指摘し、必要と認めるときは、国立大学法人等の長、理事、運営方針委員及び職員に対し

て、その説明を求め、また、意見を述べるものとする。 

 

5.2* 内部統制システムに係る監査 

監事は、業務方法書に記載された内部統制システムの整備・運用状況について監査する

ものとする。 

（注）国立大学法人法施行規則第１条の２及び平成27年１月21日付通知「国立大学法人等の 

業務の適正を確保するための体制等の整備について」に示された作業要領・記載例参

照。 

 

5.3 国立大学法人等の長の業務執行状況の確認 

監事は、国立大学法人等の長の業務執行状況について、法人内の業務運営及び法人外の

諸活動が適正に行われているか、確認するものとする。 

 

5.4 附属施設等 

監事の監査対象となる附属施設には次のものがある。 

①附属病院 

②附属学校 

③その他の附属施設 

（農場、演習林、家畜病院、飼育場又は牧場、練習船、養殖施設、薬用植物園（薬草

園）、体育館、実験・実習工場等） 

④附属図書館（情報基盤機能を含む） 

⑤共同利用・共同研究拠点、附置研究所、センター 

 

5.5* 子法人に対する調査 

①監事は、必要があるときは、子法人（国立大学法人会計基準の定めるところにより、国

立大学法人等が議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる

会社をいう。）に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況を

調査することができる。 

②監事は、子法人の取締役、会計参与、執行役等及び使用人との意思疎通を図り、情報

の収集及び監査の環境の整備に努めるものとする。 

③監事は、必要に応じ、子法人の監査役等との意思疎通及び情報の交換を図るよう努める

ものとする。 

 

5.6* その他の事項 

監事は、必要に応じ、下記の事項についても監査を行う。 

5.6.1  法令違反行為等の監事への報告体制 
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重大な法令違反、事故等異常事態の発生について監事へ報告されることを確保する

ための体制の整備状況を監査する。 

5.6.2  関係法人との関係 

国立大学法人会計基準第94に記載のある国立大学法人等の関係法人（子法人を除

く。）に対する業務の適正を確保するための体制の整備状況を監査する。 

5.6.3  法人情報の開示体制 

監事は、国立大学法人等が開示する情報の透明性及び信頼性が確保されているかにつ

いて監査する。 

5.6.4  社会的要請に対する対応 

監事は、国立大学法人等の活動が社会に及ぼす影響が大きいため、社会的要請（男女

共同参画、環境、障がい者雇用等）に対する対応状況を監査する。 

 

 

6*．会計監査 

6.1 会計監査の事項 

監事は、国立大学法人等の会計に関する下記の業務を監査するものとする。 

①監事は、国立大学法人等の長が財務諸表の適正な作成及び報告のために、必要かつ

適切な財務報告体制を構築し運用しているかを確認するとともに、国立大学法人等

が財務諸表を開示するに当たり、その重要事項について説明を求め、必要があると認

めるときは、意見を述べるものとする。 

②監事は、会計監査の適正性及び信頼性を確保するため、会計監査人が独立の立場を

保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを確認し、必要と認めると

きは、意見を述べるものとする。 

③監事は、会計監査人から会計監査報告及び監査に関する書類を受領し、会計監査上

の重要事象について会計監査人に説明を求めるものとする。 

④監事は、会計監査人の監査方法及びその結果の相当性に関する判断に基づいて、監

査意見を形成し、その結果を監査報告に記載するものとする。 

 

6.2 会計監査人候補者選任の同意手続き 

監事は、法人の会計監査人候補者の選任の同意について、関係部署等から必要な資料を

入手するとともに説明を求めるなど、当該事業年度に関して検討した上で判断する。 

 

 

7．監査の実施 

7.1 監査の種類 

監査は、監査計画に基づき年間を通じて実施する。監事が必要と認めるときは、随時

又は臨時に行うことができる。 
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7.2* 監査計画 

監事は重要性、適時性、効率性その他必要な事項を勘案して、適切に監査対象及び方法

を選定し監査項目、調査方法、監査実施日等について、年間の計画を作成するものとす

る。また、監査計画の立案に当たっては、下記の点に留意する。 

①業務運営に関する中期目標・中期計画の実施状況及び内部統制システムの整備・運用

の状況 

②監査計画について、他の監査機関等の監査計画との調整 

③監査業務の分担 

④マニュアル、チェックリストの作成 

 

7.3 監査計画の通知 

監事は、監査計画を国立大学法人等の長に通知するものとする。 

 

7.4* 監事の権限 

監事は、下記に記載する権限を有する。 

①監事は、業務運営の状況を把握するため、役員会、その他重要な会議に出席し、意見

を述べることができる。 

②監事は、業務運営に関する重要な文書を閲覧し、国立大学法人等の長、理事、運営方

針委員及び職員に説明を求めることができる。 

③監事は、重要な財産の取得、処分及び管理の状況について調査し、国立大学法人等の

長、理事、運営方針委員及び職員に説明を求めることができる。 

④監事は、関係者に対し必要な説明又は資料の提供を求めることができる。 

⑤監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、国立大学法人等の長又は

文部科学大臣に意見を提出することができる。 

 

7.5* 監事の責任 

監事は、下記に記載する責任を有する。 

①監事は、監査報告を作成しなければならない。監査報告には、8.1の事項を記載し

なければならない。 

②監事は、国立大学法人等が法令に定めるところにより文部科学大臣に提出する書類を

調査しなければならない。 

③監事は、役員（監事を除く。以下「役員」という。）、若しくは運営方針委員が不正の

行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若し

くは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅

滞なく、その旨を国立大学法人等の長（当該役員が学長〔機構長〕である場合に

あっては、学長〔機構長〕及び学長〔機構長〕選考・監察会議）及び運営方針会議
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に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。 

 

7.6* 重要な法令等 

監事は、その業務について、法令、法令に基づく文部科学大臣の処分、及び業務方法書

等の諸規則を遵守し、国立大学法人等のために忠実にその職務を遂行しなければならな

い。また、次に記載する条項については留意を要する。 

①秘密保持義務と罰則 

監事は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。違反した場合は罰則の適用があ

る。 

②代表権の制限 

国立大学法人等と学長（機構長）その他の代表権を有する役員との利益が相反する

事項については、監事が国立大学法人等を代表する。 

③損害賠償責任 

監事は、その任務を怠ったときは、国立大学法人等に対し、これによって生じた損害

を賠償する責任を負う。この責任は、文部科学大臣の承認が無ければ免除されない。 

④兼職禁止 

監事（非常勤の者を除く。）は在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営

利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 

 

 

8．監査の報告 

8.1* 監査報告の作成 

監事は、国立大学法人等の業務を監査する場合において、次の事項を記載した監査報

告を作成しなければならない。監査報告は、準用通則法第38条第２項に基づき財務諸表に

添付するものとする。 

①監事の監査の方法及びその内容 

②国立大学法人等の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目

標の着実な達成に向けて効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意

見 

③国立大学法人等の役員及び運営方針委員の職務執行が法令等に適合することを確保

するための体制その他当該国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制の整

備及び運用についての意見 

④国立大学法人等の役員及び運営方針委員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令に

違反する重大な事実があったときはその事実 

⑤監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 

⑥監査報告を作成した日 

⑦財務諸表及び決算報告書に関する意見 
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8.2 監査意見書 

監事は、監査報告とは別に監査意見書を適宜作成し、国立大学法人等の長に報告するこ

とができ、その内容を法人内に周知するよう国立大学法人等の長に求めることができる。ま

た、必要に応じ回答を求めることができる。 

 

8.3 監査調書（監査資料）の作成・保存 

監事は、監査報告及び監査意見書の基礎とした監査過程の資料等を監査調書（監査資料）

とし、一定期間保存するものとする。 

 

8.4 改善意見の提出及びその後の確認 

監事は、監査の結果、是正又は改善が必要であると判断したときは、国立大学法人等の

長に対してその旨の意見を提出するとともに、是正又は改善の状況について必要な確認を行

うものとする。また、監事は、国立大学法人等の長に、是正又は改善に係る意見を徴した上

で、文部科学大臣に対して意見を提出することができるものとする。 
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○法令の根拠条文一覧（基本編中の項目番号に（*）記載のもの） 
 

該当頁 該当項目 法令の根拠条文 

P.5 2.1 法人法第10条第１項、第２項 

P.5 2.3.1 施行規則第１条の２第２項 

P.5 2.3.3 施行規則第１条の２第２項第３号 

P.5 2.3.4 施行規則第１条の２第３項 

P.5 3.1 監事間の情報の共有

及び協議 

施行規則第１条の２第４項 

P.6 3.2 規程の整備 施行規則第１条の２第２項 

P.6 3.3.1 施行規則第１条の２第２項 

P.6 3.5.1 通則法第39条の２、施行規則第１条の２第２項第３号 

P.6 4．中期目標等及び中期計

画等に基づき実施される

業務の監査 

施行規則第１条の２第５項第２号 

P.6 5.1 ガバナンス監査（法

人の長の意思決定の監査） 

法人法第11条第７項・第21条の７・第25条第５項 

P.7 5.2 内部統制システムに

係る監査 

法人法第11条第６項・第25条第４項、通則法第28条第 ２

項、施行規則第１条の２第５項第３号 

P.7 5.5 子法人に対する調査 法人法第11条第９項・第10項・第25条第７項・第８項、施

行規則第１条の２第２項第２号・第１条の４ 

P.7 5.6 その他の事項 通則法第21条の５ 

P.8 6．会計監査 通則法第39条第１項・第39条の２第２項 

P.9 7.2 監査計画 施行規則第１条の２第５項 

P.9 7.4 監事の権限 法人法第11条第７項・第11項・第21条の７・第25条第５

項・第９項、施行規則第１条の２第２項 

P.9 7.5 監事の責任 法人法第11条第６項・第８項・第11条の２・第21条の７・

第25条第４項・第６項・第25条の２、通則法第21条の５・第

39条の２、施行規則第１条の２第５項 

P.10 7.6 重要な法令等 法人法第18条・第26条・第38条、通則法第21条の４・第24

条・第25条の２・第50条の３ 

P.10 8.1 監査報告の作成 法人法第11条第６項・第25条第４項、通則法第38条第２項、

施行規則第１条の２第５項 

法人法・・・「国立大学法人法」の略 

通則法・・・「国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法」の略 

施行規則・・「国立大学法人法施行規則」の略 
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体制を工夫すべきである。 

補充原則 

3-4-3① 国立大学法人は、監事が、役員会、経営協議会、教育研究評議会、学長選

考・監察会議、部局長等会議等の重要会議（運営方針会議を含む）への出席

を可能とするとともに、監事に対する資料提出や情報提供、内部監査機能と

の密接な連携など、十分な情報の下で監査報告を作成できるようにすべきで

ある。 

 

2．国立大学法人法第11条第８項、第25条第６項及び国立大学法人法施行規則第１条の３の

規定に基づき、監事の調査の対象となる書類一覧 

【国立大学法人法関係】 

第10条第５項 大学総括理事を置くこととするときの承認に係る書類 

第12条第１項、第26条 学長（機構長）の選考の申出 

第13条第２項、第26条 理事の任命の届出 

第13条の２第１項及び第２項 大学総括理事の承認に係る書類 

第17条第６項、第26条 理事の解任の届出 

第17条第７項 大学総括理事の解任の承認に係る書類 

第22条第２項、第29条第２項 出資に関する業務を行う際の認可に係る書類 

（→国立大学法人法施行規則第２条第１項の申請書及び同条第２項の添付書類） 

第30条第３項 中期目標を定め、又はこれを変更する際の意見 

第31条第１項 中期計画の認可に係る書類 

（→国立大学法人法施行規則第６条第１項、第２項の申請書） 

第32条第１項 積立金の処分の承認に係る書類 

（→国立大学法人法施行令第４条第１項の承認申請書並びに同条第２項及び国立大

学法人法施行規則第25条に基づく添付書類） 

第33条第１項、第２項 長期借入金又は債券発行の認可に係る書類 

（→長期借入金については、国立大学法人法施行令第11条第１項の申請書及び同条

第２項の添付書類、債券については、国立大学法人法施行令第21条第１項の申請

書及び同条第２項の添付書類） 

第33条第５項 債券の発行に関する事務の委託の認可に係る書類 

第33条の２ 償還計画の認可に係る書類 

（→国立大学法人法施行規則第22条の申請書） 

第33条の３ 土地等の貸付けの認可に係る書類 

（→国立大学法人法施行規則第９条の２の申請書） 

第33条の４ 土地等の貸付けに関する計画に係る書類 

（→国立大学法人法施行規則第９条の３の申請書） 

第33条の５ 余裕金の運用の認定に係る書類 
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（→国立大学法人法施行規則第９条の４の申請書） 

第34条 指定国立大学法人の指定に係る申請 

第34条の２第２項 指定国立大学法人の研究成果を活用する事業者への出資の認可

に係る書類 

（→国立大学法人施行規則第２条第１項の申請書及び同条第２項の添付書類） 

第34条の６第１項 二以上の国立大学を設置する国立大学法人に関する特例に係る

申請 

第35条第２項 是正措置の報告 

 

【国立大学法人法第35条の２において準用する独立行政法人通則法関係】 

第25条の２第２項 役員の損害賠償責任の免除の承認に係る書類 

第28条第１項 業務方法書の認可に係る書類 

第38条第１項及び第２項 財務諸表及び添付書類の提出 

第44条第３項 剰余金の額の承認に係る書類 

（→国立大学法人法施行規則第24条第１項の申請書及び第２項の添付書類） 

第45条第１項、第２項 限度額を超えた短期借入金の認可、当該短期借入金の借り

換えの認可に係る書類 

（→国立大学法人法施行規則第23条の申請書） 

第48条 重要な財産の処分の認可に係る書類 

（→国立大学法人法施行規則第18条の申請書） 

第49条 会計規程の届出 

第50条の２第２項 役員の報酬の基準の届出 

第50条の３ 学長若しくは機構長又は監事(常勤に限る)の兼業の承認に係る書類 

第50条の４第２項第５号 国立大学法人等役職員の離職後の就職の援助のための措

置に関する計画の認定に係る書類 

第50条の８第３項 国立大学法人等の長による措置の報告 

第50条の10第２項 職員の給与等の支給の基準の届出 

第64条第１項 業務並びに資産及び債務の状況に関する報告 

 

【国立大学法人法施行令関係】 

第５条第１項 国庫納付金の計算書及び添付書類の提出 

 

【国立大学法人法施行規則関係】 

第19条第１項、第３項 土地の譲渡に関する報告、報告内容の変更 

第20条第４項 資本金の減少の報告 

 

【行政通知類】 

国立大学法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び独立行政法
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人日本学生支援機構に対する個人からの寄附に係る所得税の税額控除制度の税制改

正に係る告示の公示について（通知）28文科高第187号（平成28年５月９日） 

    監事の監査（修学支援基金明細書） 

 

国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人及び独立行政法人国立高等専

門学校機構に対する個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税の非課税承認の税

制改正に係る告示の公示について（通知）29文科高第1196号（平成30年４月４日） 

    監事の監査（基金明細書） 

 

国立大学法人法第34条の３における業務上の余裕金の運用に係る文部科学大臣の承

認基準の一部改正について（通知）30文科高第131号（平成30年５月９日） 

    会計監査人及び監事の監査 

 

 国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人及び独立行政法人国立高等専

門学校機構に対する個人からの寄付に係る所得税の税額控除制度の税制改正に係る

告示の公示について（通知）２文科高第509号（令和２年９月７日） 

    監事の監査（研究等支援基金明細書） 

 

 

3．国立大学法人の存立基盤に関する各種法律の制定と改正履歴 

平成16年４月１日に国立大学法人等が成立して以来、国立大学法人に関

する様々な法改正が重ねられてきた。その都度、監事協議会は会員に対し

て必要な情報提供を行ってきたところであるが、令和４年４月１日までに

成された各種の法律改正事項を以下に列挙し、国立大学法人・大学共同利

用機関法人の監事業務の便に供する。 

 

【国立大学法人法による統制履歴】 

平成 15 年７月 16 日 法律第 112 号 国立大学法人法公布 平成 15 年 10 月１日施行 

平成 16 年４月１日 国立大学法人等 成立 

 

平成 17 年５月 25 日 法律第 49 号〔第一次改正〕 

・国立大学法人富山大学、富山医科薬科大学及び高岡短期大学を統合し、国立大学

法人富山大学を設置する。 

・国立大学法人筑波技術短期大学を廃止し、国立大学法人筑波技術大学を設置する。 

 

平成 17 年７月 26 日  法律第 87 号 

〔会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律三〇五条による改正〕 


